
ハローワーク岡山（岡山公共職業安定所）公式 Instagram 運用方針 

  

１ 目的 

本方針は、「厚生労働省公式ソーシャル･ネットワーキング･サービス運用方針」に従い、岡山労

働局が管轄する岡山公共職業安定所（以下、ハローワーク岡山という）のインスタグラム公式アカ

ウント（以下「ハローワーク岡山公式インスタ」という。）の運用に関する事項について定める。  

  

２ 基本方針  

ハローワーク岡山公式インスタは、ハローワーク岡山が企画するイベント情報等を配信し、利用

者サービスの向上を図ることを目的とする。また、ハローワーク岡山公式インスタは、専ら情報発信

を行うものとし、返信等は行わない。意見・問い合わせは、岡山労働局ホームページの「労働局へ

のご意見（https://jsite.mhlw.go.jp/form/pub/roudou33/okayama-roudoukyoku-goiken）」 に

おいて受け付ける。  

  

３ 運用方法  

ハローワーク岡山公式インスタでは、ハローワーク岡山が次の情報を運用し、発信することとする。 

・ハローワーク岡山関連のセミナー情報                                                             

・ハローワーク岡山関連の面接会、説明会等のイベント情報 

・ハローワーク岡山の利用方法 

・その他利用者向けサービスに関する情報  

  

４ 免責事項  

➀ハローワーク岡山公式インスタの正確性については万全を期しているが、岡山労働局及びハロー

ワーク岡山は、利用者がハローワーク岡山公式インスタの情報を用いて行う一切の行為につい

て責任を負わない。                                                    

➁岡山労働局及びハローワーク岡山は、ユーザーにより投稿されたハローワーク岡山公式インスタ

に対するコンテンツについて一切責任を負わない。 

➂岡山労働局及びハローワーク岡山は、ハローワーク岡山公式インスタに関連して、ユーザー間又

はユーザーと第三者間でトラブルや紛争が発生した場合であっても、一切責任を負わない。 

➃投稿にかかる著作権等は、当該投稿を行ったユーザー本人に帰属するが、投稿されたことをも

って、ユーザーは岡山労働局及びハローワーク岡山に対し、投稿コンテンツを全世界において無

償で非独占的に使用する権利を許諾したものとし、かつ岡山労働局及び開設所に対して、著作

権等を行使しないことに同意したものとする。 

➄上記のほか、ハローワーク岡山公式インスタに関連して生じたいかなる損害についても、岡山労

働局及びハローワーク岡山は一切の責任は負わない。  



 

５ 利用者によるコメント等の削除等 

以下の各項に該当する場合、予告なく削除等を行う場合がある。 

➀法律、法令等に違反する内容又は違反するおそれがあるもの                    

➁特定の個人、団体等を誹謗中傷するもの                                

➂政治、宗教活動を目的とするもの 

➃著作権、商標権、肖像権などハローワーク岡山または第三者の知的所有権を侵害するもの 

➄広告、宣伝、勧誘、営業活動、その他営利を目的とするもの 

➅人種、思想、信条等の差別または差別を助長させるもの 

⑦公の秩序または善良の風俗に反するもの 

➇虚偽や事実と異なる内容及び単なる風評や風評を助長させるもの 

⑨本人の承諾なく、個人情報を特定、開示、漏えいする等プライバシーを害するもの 

➉他のユーザー、第三者になりすますもの 

⑪有害なプログラム等 

⑫わいせつな表現などを含む不適切なもの 

⑬犯罪行為等を誘発または助長するもの 

⑭同一ユーザーにより繰り返し投稿されたもの、同一内容または内容が似通っているもの 

⑮各ＳＮＳの利用規約に反するもの 

⑯ハローワーク岡山の発信する内容の一部又は全部を改変するもの 

⑰ハローワーク岡山の発信する内容に関係ないもの 

⑱その他、ハローワーク岡山が不適切と判断した情報及びこれらの内容を含むリンク等  

  

６ 著作権等について  

   ハローワーク岡山公式インスタの内容について、私的使用又は引用等著作権法上認められた行

為に限って、ハローワーク岡山に無断で転載を行うことができる。また、引用を行う際は適宜の方

法により、必ず出所を明示すること。ただし、「無断転載を禁ずる」等の注記がある場合には、この

限りではない。  

  

７ 運用方針の周知、変更等  

   本方針の内容は岡山労働局のホームページに掲載する。また、本方針は必要に応じて事前に

告知なく変更するものとする。  

  

  

岡山公共職業安定所 

                           令和 7 年 12 月 5 日 制定 


